
別紙

→短期入所サービス等

→在宅生活

計算方法等

1日 30日 1日 31日 1日 31日 1日 28日

新規に短期入所サービス等を位置づける場合。

３月で４５日を超えない範囲で断続的に短期入所サービス等を利用していたが、ケアプランを変更し利用日数が増える場合。

※ケアプラン作成月又は変更月とは、ケアプランに同意を得た日の属する月をいう。

短期入所サービス等の利用日数の計算について（図）

２月

ケアプラン変更月の翌月を起算月と
した３月間で４５日を超えた場合に
提出。

１１月 １２月 １月

ケアプランの作成月又は変更月の
翌月を起算月とした３月間で４５日を
超えた場合に提出。

ケアプラン作成月又は変更月の翌月を起算月とした３月間の利用予定日数を計算する。

☆ケアプラン変更

ケアプラン変更月の翌月を起算月とした３月間の利用予定日数を計算する。

☆ケアプラン作成又は変更


